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個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づき設置さ

れた合議制の機関です。その使命は、独立した専門的見地から、同法の目的規定にあるとおり、個

人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活

の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す

るため、個人情報（特定個人情報を含む。）の適正な取扱いの確保を図ることです。 

これを踏まえ、個人の人格と密接な関連を有する個人情報が適正に取り扱われ、国民の安心・安

全を確保できるよう、私たちは、ここに組織理念を掲げます。 

 

１ 個人データをめぐる状況の変化に対する適切な対応 

   個人情報の保護と適正かつ効果的な活用のバランスを考慮した取組を行います。また、諸外

国におけるデータ保護をめぐる制度の見直し等の国際的な議論の進展や AI 等の技術の急速な

進展等、個人データをめぐる状況の変化等に適切に対応していきます。 

 

２ 個人情報の取扱状況等を的確に把握し機動的に対応する監督 

   個人情報の取扱状況等に関する相談・情報を活用し、多様な観点から検討を行うことにより、

効率的かつ効果的な監督を行います。また、そこで明らかになった課題や対応策等について、

積極的に情報発信していきます。 

   さらに、国際的なデータ流通の拡大を踏まえ、個人情報保護法の域外適用の規定を活用し、

海外の個人情報保護当局と執行協力を行うなど、国際的な連携により機動的な対応に取り組み

ます。 

 

３ 安全で自由な個人データの流通促進に向けたグローバルなイニシアティブ 

経済・社会活動のグローバル化に対応するため、国際的制度調和を視野に入れ、これまで各

国関係機関との間で築いた協力関係や信頼関係を基に、個人情報保護に関する国際的な議論に

おいて主導的役割を果たすことにより、個人情報の保護を図りつつ、自由な個人データの流通

促進に取り組みます。 

 

４ 特定個人情報の安心・安全の確保に向けた取組 

  我が国の重要な社会基盤（インフラ）である個人番号が行政機関等や民間企業において適正

に取り扱われるよう、指導・助言、検査等を適時適切に行います。また、そこで明らかになっ

た課題等を踏まえ、個人番号の適正な取扱いが浸透するよう、様々な手法を用いて支援を行い

ます。  

また、個人番号を利用する行政機関等が総合的なリスク対策を自ら評価し公表する制度（特

定個人情報保護評価）の適切な運営に取り組みます。 

 

５ 多様な主体に対する分かりやすい情報発信 

相談や監督活動を通じて得られた情報を総合的に活用して、民間企業に加え、子どもや消費

者等の多様な主体に対して広くタイムリーな情報発信を行います。その際、現場主義の視点を

取り入れた多様なアプローチにより、国民の目から見て分かりやすい広報・啓発に取り組みま

す。 

 

６ 最先端の技術や国際的な連携に対してより円滑に対応できる体制の整備 

   情報セキュリティについて、AI 等の技術の急速な進展に対応できる体制の整備を進めると

ともに、これまで各国関係機関との間で築いた協力関係や信頼関係を活かしつつ、国際的な連

携を含めた法執行体制の充実・強化に取り組みます。 


